
　御坊市国民健康保険は、「１日人間ドック」または「２日人間ドック」の費用を助成します。

◆対 象 者　次のすべてに該当する方
　　　　　　・受検時に御坊市国民健康保険の被保険者で、令和７年４月1日現在30歳以上かつ受検当日に75歳未満の方
　　　　　　・国民健康保険税を完納されている世帯の方
　　　　　　・「特定健診」及び「人間ドック検査項目に含まれるがん検診等」を受診していない方
　　　　　　　※受検日に御坊市国民健康保険の資格を喪失している場合、全額自己負担となります。

◆申請期間　①４月 １日（火）～14日（月）
　　　　　　②４月15日（火）～30日（水）
　　　　　　③５月 １日（木）～令和８年２月27日（金）
　　　　　　※期間ごとの定員はありませんが、予算額に達した時点で終了しますので、お早めに申請してください。

◆申請方法　保険年金課窓口へ「本人確認できる書類」を持参し、申請してください。
　　　　　　※②・③の期間に申請される方は、４月中旬に発送する「特定健診・がん検診等受診券」も併せて持
　　　　　　　参してください。

◆受検期間　「承認通知書」の交付を受けた日（※）から令和８年３月31日まで
　　　　　　※①の期間に申請された方…４月下旬に送付
　　　　　　　②の期間に申請された方…５月初旬に送付
　　　　　　　③の期間に申請された方…申請月の翌月に送付
　　　　　　承認通知書がお手元に届いてから、実施機関で人間ドックの予約をしてください。

◆実施機関　健診センター・キタデ　☎0738-24-3000
　　　　　　ひだか病院　　　　　　☎0738-22-1111

◆自己負担　１日人間ドック　10,000円
　　　　　　２日人間ドック　15,000円

◆検査項目　　

１日人間ドック

◆共通検査項目
　・内科診察
　・身体測定
　・血液検査
　・血圧測定
　・心電図検査
　・腹部エコー
　・脈拍測定
　・胸部レントゲン検査
　・胃レントゲン検査
　・尿検査
　・便検査（２日法）
　・眼科検査（視力・眼底）
　・聴力検査

◆健診センター・キタデ検査項目
　・喀痰検査

2日人間ドック

１日人間ドックの検査項目に加えて

◆共通検査項目
　・肺機能検査
　・眼圧検査

◆健診センター・キタデ検査項目
　・血液検査（糖負荷検査）
　・体組成検査

◆ひだか病院検査項目
　・動脈硬化検査
　・腰椎骨密度検査
　・子宮頸がん検査
　・胸部CT検査

人間ドック検診のお知らせ
国民健康保険に加入している皆様へ

保険年金課　☎0738-23-5530
FAX0738-24-2890 保険年金課からのお知らせ 保険年金課　☎0738-23-5530

FAX0738-24-2890

令和７年度の年金額の改定について
　
　令和７年４月分（６月13日支払分）
からの年金額は、法律の規定により、
３月分までの年金額に比べ、1.9％引
き上げとなります。
　年金を受給されている方には、日本
年金機構から、令和７年６月の年金が
振り込まれる前に「年金額改定通知
書」が届きます。

国民年金の年金額　改定後

令和７年４月分～（年額）

老齢基礎年金　満額

障害基礎年金　１級

障害基礎年金　２級

遺族基礎年金　基本

子の加算

令和７年度の年金生活者支援給付金額の改定について
　令和７年４月分（６月13日支払分）からの給付
金額は、法律の規定により３月分までの給付金額
に比べ、2.7％の引き上げとなります。
　給付金を受給されている方には、日本年金機構か
ら、令和７年６月の給付金が振り込まれる前に「年
金生活者支援給付金額改定通知書」が届きます。

老齢年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金　１級

障害年金生活者支援給付金　２級

遺族年金生活者支援給付金

令和７年４月分～（月額）

5,450円※

6,813円

5,450円

5,450円

年金生活者支援給付金額　改定後

※基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間等に応じて算出されます。

（表１）

後期高齢者医療制度の保険料軽減判定基準が拡充されます
　年間の保険料は、均等割額（54,428円）と所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。
　世帯の所得が低い方に対しては均等割額が軽減される措置があり、令和７年度から対象世帯が拡充されます。世
帯内の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額が表１の計算式で算出した金額以下になる場合、均等割額を軽減
します。
　なお、令和７年度保険料額の通知は、７月中旬に送付します。

２割軽減

５割軽減

７割減

令和６年度 令和７年度

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）
＋54.5万円×（被保険者数）以下

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）
＋29.5万円×（被保険者数）以下

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）
以下

軽減割合

変更なし

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）
＋30.5万円×（被保険者数）以下

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）
＋56万円×（被保険者数）以下

昭和31年４月１日以前に
生まれた方

昭和31年４月２日以降に
生まれた方

831,700円

1,039,625円

831,700円

831,700円

829,300円

1,036,625円

829,300円

829,300円

　(第１子）239,300円

(第２子）239,300円

（第３子以降） 79,800円

広報ごぼう 令和７年４月号広報ごぼう 令和７年４月号 12


